
１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう

地域（近所）の「歩いて通える距離」の方になるべく早い時期から、

なじみの場所として「使ってもらう」。

通所サービスのイメージを、

「サービス（ケア、リハビリ）を受ける場所」 から、

「その「場」を活用して、自分したい「活動」がしやすい場所」に変える。

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと



１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう

◎ミニデイ 、運動型でデイを「体験」してもらう

◎デイを地域サロンの「場」として活用 →  地域の人との出会いの場

◎推進会議と連動した活動になり、地域交流にもつながる

→ケアマネージャーに頼らない告知活動へ

「わざわざ費用をかけずに宣伝活動、そして地域交流」

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと



２）制度の流れをつかみ、デイが「地域」の中での「役割」を担う

◎平成27年度介護保険制度改定での「通所サービスの機能強化」

→ 地域の中で「通所」に求められる「機能」とは？

◎平成30年度医療保険・介護保険同時改定後に進む「予防改革」

→ 健康維持、介護予防に効果を出すためには？

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと



①認知症対応機能 → 認知症加算（新設）

②重度者対応機能 → 中重度者ケア体制加算（新設）

③心身機能訓練 ～ 生活行為力向上機能訓練機能

→ 機能訓練加算の強化

④地域連携拠点機能 → 生活相談員の専従要件緩和

利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、通所介護事業

所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるよう、生活相談員の専従要件を緩

和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア

会議への出席などが可能となるようにする。

平成２７年度介護保険制度改定における通所サービスの機能強化



健康維持 → 介護予防 → 重度化予防
ライフステージの変化を意識した

「つなげる」ための働きかけをする役割

地域連携拠点機能

医療・介護の「連携」につながる



平成30年度医療保険・介護保険同時改定後の「大きな変化」

通所ｻｰﾋﾞｽの
勝負のカギ！？
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健康寿命延伸に向けた取組

○健康格差�解消により、2040年までに健康寿命��年以上延伸、平均寿命と�差�縮小�目指す。

○ 重点取組分野�設定、�つ������で格差�解消。
①健康無関心層も含めた予防�健康づくり�推進
�多様な主体�連携により、無関心層も含めた予防�健康づくり�社会全体で推進。
②地域間�格差�解消
�健康寿命に�、大きな地域間格差。地域ぐ�みで取り組み、格差�解消。
※全都道府県が、健康寿命�最も高い山梨県�水準に到達す��、男性�1.07年、女性�1.43年�延伸。

基盤整備

次世代�健やかな
生活習慣形成等

疾病予防�重症化予防

介護�����予防

健やか親子施策

が�対策�生活習慣病対策等

介護予防と保健事業�
一体的実施

�すべて�子ども�適切な生活習慣形成�ため�介入手法�確立、総合的な支援

�����あ�事例�早期把握や個別性に合�せた適切な介入手法�確立

�成育に関��関係機関�連携体制�構築

�個別�最適化さ�たが�検診����医療�開発�推進、受けやすいが�検診�体制
づくり
��������改革、健康経営�推進

�健康無関心層も自然に健康にな��社会づくり�企業、自治体、医療関係者等�意識
共有�連携��日本健康会議等�

�介護予防�����対策(口腔、運動、栄養等)�含む�と生活習慣病等�疾病予防�
重症化予防�一体的に実施す�枠組み�構築、�������も活用
�実施拠点として、高齢者�通い�場�充実、認知症����更な�設置等 地域交
流�促進

②地域間�格差�解消①健康無関心層も含めた予防�健康づくり�推進

具体的な方向性 目指す����年�姿重点取組分野

������ 社会全体で�取組み

�成育環境に関�らず、すべて�子どもが心身ともに健
やかに育ま��。

例�低出生体重児�割合や10代�自殺死亡率�
先進諸国������に改善す�。

�個々人に応じた最適なが�治療が受けら��。

�所得水準や地域�職域等によらず、各種�健康 指標
�格差が解消さ��。

�身近な地域で、生活機能低下防止と疾病予防� 重症
化予防�����が一体的に受けら��。

例�通い�場へ�参加率 15�
認知症����設置箇所数 9,500箇所

研究開発

�日本健康会議等�

見え�化

平均寿命と健康寿命�差
�山梨県と全国�比較�

(出典)

平均寿命�平成27年簡易生命表、平成27年��府県別生命表

健康寿命�平成28年簡易生命表、平成28年人口動態統計、

平成28年国民生活基礎調査、平成28年推計人口
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��疾病予防�重症化防止の対応

▶高齢者の大半は何らかの自覚症状を有し、医療機関に受診。

▶慢性疾患の有病率が非常に高く、
複数の慢性疾患を有する割合も高水準。

⇒ 早期発見�早期対応
�特定健診�保健指導の実施率向上等�

⇒ 効果的な重症化予防
�日常生活に支障が生じる�スクへの対応�

��高齢者の生活機能低下への対応

▶高齢者の生活機能は75歳以上で急速に低下。

▶身の回りの動作等は維持されていても、
買い物、外出等の生活行為ができなくなる傾向。

▶高齢者が気軽に立ち寄る通いの場��介護予防の場�
を整備しているが、参加率は低迷。
フ�イ�対策�運動、口腔、栄養等�を含めた
プ�グ�ムの改善が求められている。

※平成28年度の参加率�高齢者人口の4.18�

⇒ 高齢者が参加しやすい活動の場の拡大、プ�グ�ムの充実
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○ 人生100年時代を見据え、健康寿命を延伸するため、高齢者の予防�健康づくりを推進することが重

要。

○ 高齢者の有病率は高く、早期発見�早期対応とともに、重症化予防が課題。

○ また、生活機能も急速に低下し、高齢者が参加しやすい活動の場の拡大や、フ�イ�対策を含めた

プ�グ�ムの充実が課題。

○ さらに、介護予防と生活習慣病対策�フ�イ�対策は実施主体が別であり、高齢者を中心として提供

されるよう連携が課題。

○ このため、フ�イ�対策等の介護予防と生活習慣病等の疾病予防�重症化予防を一体的に実施す
る枠組みを構築。

健康寿命の延伸に向けた課題

65�69 70�74 75�79 80�84 85�

日常生活に制限 15� 19� 26� 35� 46�

要介護認定率 3� 6� 14� 29� 59�

女性平均寿命

男性平均寿命

男性健康寿命

女性健康寿命

�年齢�

�年度�

健康寿命�平均寿命

平均寿命と健康寿命の差
�平成22年⇒平成28年�
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要支援�要介護�の認定調査結果

0

20

40

60

80

100

歩
�
�
動
排
便
排
尿
�
事
摂
取

�
�
�
ズ
ボ
ン
�

�
�
�
上
�
�

整
�
洗
�
口
�
清
�

洗
�
つ
め
切
り

�
の
内
服

�
�
�
�

�
単
な
�
�

�
い
�

外
出
�1

回
以
上

要支援� 要支援�
要介護� 要介護�

�出典�介護保険総合デ�タベ�ス

�����の一体的対応

▶生活習慣病対策�フ�イ�対策�医療保険�と
介護予防�介護保険�が別々に展開。

▶医療保険の保健事業は、��歳を境に、
保険者�事業内容が異なる。

�出典�上欄�国民生活基礎調査(平成28年)

下欄�人口推計及び介護保険事業状況報告月報(平成27年11月分)

介護予防

65 75�年齢�

介
護

医
療

フ�イ�

対策

実施主体がバ�バ�

生活習慣病対策

(市町村)

【健保�国保】 【後期高齢者医療】(広域連合)

予防�健康����推進�医療保��介護保�����予防�健康����一体的実施�� 平成30年�月19日
社会保障審議会医療保険部会資料�一部改変�
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予防�健康����推進�医療保��介護保�����予防�健康����一体的実施��

○ 高齢者�通い�場�中心�した介護予防（����対策(運動、口腔、栄養等)�含�）�生活習慣病等�疾病予防�重症化
予防�一体的実施。

○ 通い�場�拡大、高齢者�対し�生きがい�役割�付与す�た��運営支援、かか�つけ�医療機関等��連携。

通いの場

＝��予�

��会�

（かかりつけ��）

地�ぐるみで��・フレイル��を一��に�� ⇒ ����の��

【一��に��】

保�指�の

�報��

受���

フレイルチェック、

保�指��

�加

・・・
※多�な主体が��

（�民組�、ＮＰＯ、民間企業�）

※公��設�も�用

地�の高�者

�加の�きかけ

受� 関��体

連携

協力

連携
協力

市町村

（保��、����）

�加の�きかけ

��アプローチ

立上げ支�、定期�問
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� 4 ���の��事�と介�予�の一体�な������における事���のイメージ�� 



３）地域の「人財」の活用、活躍の場づくり

◎地域サロンの活用地域の人との出会いの場

◎場所、設備、送迎車の有効活用

◎シニアボランティアの育成

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと



１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう

地域（近所）の「歩いて通える距離」の方になるべく早い時期から、

なじみの場所として「使ってもらう」。

通所サービスのイメージを、

「サービス（ケア、リハビリ）を受ける場所」 から、

「その「場」を活用して、自分したい「活動」がしやすい場所」に変える。

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと

→ ご近所の方を、健康維持→介護予防→重度化予防まですべて支援できる

→ 慣れ親しんだ「場」で、急な入院や療養について相談ができる



１）地域の人に予め知ってもらう、そして「デイ」のイメージを変えてもらう

◎ミニデイ 、運動型でデイを「体験」してもらう

◎デイを地域サロンの「場」として活用 →  地域の人との出会いの場

◎推進会議と連動した活動になり、地域交流にもつながる

→ケアマネージャーに頼らない告知活動へ

「わざわざ費用をかけずに宣伝活動、そして地域交流」

◎効果的かつ効率的な通所サービスの運営のために必要なこと

→ Ｇood!ケアマネージャーに相談に行く前に、
まず一番最初に通所に相談に来てくれる

フレイル予防、

転倒骨折後のリハビリ、
認知症ケア、

ガン等の重症者ケア

などなど


